
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月２２日 ０８時０５分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市大島漁港南方沖 

牛深
うしぶか

大島灯台から真方位１６７°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°１０.７′ 東経１２９°５８.２′） 

事故の概要 水上オートバイWA-RAI
ワ ラ イ

Ⅲは、南進中、また、水上オートバイSeri
セ リ

は、南進中に右旋回を開始したところ、両船が衝突した。 

WA-RAIⅢは、左舷中央部外板に破口等を生じ、また、Seri は、右舷

船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ WA-RAIⅢ、０.２トン 

２４１－２０２２７熊本、個人所有 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１３２.４０kＷ、平成２４年５月 

Ｂ 水上オートバイ Seri、０.２トン 

２９０－６２４２５熊本、個人所有 

２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１３２.４０kＷ、平成２４年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２４歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２８年８月１５日 

    免許証交付日 平成２８年８月１５日 

           （平成３３年８月１４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３９歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１３年１０月２４日 

    免許証交付日 平成２８年３月３日 

           （平成３３年３月２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に破口及び亀裂 
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Ｂ 右舷船首部外板に破口及び亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、後部座席に１人（以下「同乗者

Ａ」という。）を乗せ、先に大島漁港を出発して遊走していたＢ船を

約７～１０ｍ後方から追走し、約４０km/hの速力（対地速力、以下同

じ。）で南進した。 

Ａ船は、船長Ａが、船長Ｂが操縦ハンドルを左に切ったように見え

たので、Ｂ船が左転するものと思い、Ｂ船を追い越そうとしてＢ船の

右舷側５ｍ付近に並んだ頃、Ｂ船が急に右旋回してＡ船の至近に接近

してきたことに気付き、操縦ハンドルを右に切ったものの、平成２８

年９月２２日０８時０５分ごろＡ船の左舷側中央部とＢ船の右舷船首

部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、Ｂ船の乗船者２人が落水したのを認め、Ｂ船の

近くに引き返し、怪我
け が

がないことを確認した後、大島漁港に戻った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、後部座席に１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）を乗せ、大島漁港を出発して約４０～５０km/hの速力

で南進中、仲間の水上オートバイ及びプレジャーボートが同漁港に到

着したので、同漁港に戻って荷物降ろしなどの手伝いをするつもり

で、約２０～３０km/hに減速して右旋回を開始したところ、接近して

きたＡ船と衝突した。 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、衝突により落水したが、船長Ｂは自力でＢ

船に乗り、同乗者Ｂは本事故の発生を知って駆けつけた仲間の水上オ

ートバイに救助され、それぞれ大島漁港に戻った。 

Ａ船及びＢ船は、仲間により大島漁港の陸岸に引き揚げられ、負傷

者及び損傷の有無を再確認した後、いずれも自力で天草市牛深漁港に

戻り、船長Ｂが海上保安庁に本事故の発生を連絡した。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａ及び船長Ｂは、水上オートバイ等の販売会社を通じた知人同

士であり、総勢１４～１５人のグループでＡ船及びＢ船を含む水上オ

ートバイ５隻、プレジャーボート１隻で牛深漁港を出発して大島漁港

に遊びに来ていた。 

船長Ａは、小型船舶操縦免許を取得してから約１か月で、Ａ船を操

縦した経験が約１４回あったが、前方を航行している水上オートバイ

を追い越す際は、先航船の急旋回に備えて安全な距離を隔てなければ

ならないと思っていなかった。 

船長Ｂは、右旋回する際、Ａ船がＢ船を追走していると思っていな

かったので、後方をよく確認しなかった。 

船長Ａ、船長Ｂ、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、いずれも救命胴衣を着

用していた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、大島漁港南方沖において、南進中、船長Ａが、先航するＢ

船の右舷側を追い越す際、Ｂ船に接近して航行したことから、右旋回

を開始したＢ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、船長Ｂが操縦ハンドルを左に切ったように見えたので、

Ｂ船が左転するものと思ったこと、また、前方を航行している水上オ

ートバイを追い越す際は、先航船の急旋回に備えて安全な距離を隔て

なければならないと思っていなかったことから、Ｂ船に接近して航行

したものと考えられる。 

Ｂ船は、大島漁港南方沖において、南進中に右旋回する際、船長Ｂ

が、右舷後方の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船がＢ

船の右舷側を追走していることに気付かずに右転し、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因 本事故は、大島漁港南方沖において、Ａ船が南進中、船長Ａが、先

航するＢ船を追い越す際、Ｂ船に接近して航行し、また、Ｂ船が南進

中に右旋回する際、船長Ｂが、右舷後方の見張りを適切に行っていな

かったため、Ａ船がＢ船の右舷側を追走していることに気付かずに右

転し、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・前方を航行している水上オートバイを追い越すような場合は、同

水上オートバイが後方を確認せずに旋回する可能性もあるので、

安全な距離を隔てるようにすること。 

 ・旋回する際は、周囲をよく確認すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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